
 

いった意識につながり得る

ものだからです。当然、送

料は本当に無料であるわけ

ではなく、誰かが負担して

いるものです。それを明示

することで、消費者の意

識・行動を変えることをね

らいとしています。 

消費者庁は、「送料とし

て商品価格以外の追加負担

を求めない」旨を表示する

場合には、その表示者は表

示についての説明責任があ

るとの考えを示しつつ、事

業者の自主的な取組状況を

注視するとしています。ま

た、送料負担の仕組みを表

示する例として、「送料当

社負担」や、価格に「○○

円（送料込み）」という表

記をすることを挙げていま

す。 

 

物流の仕組みなくして、

現代の経済活動は成り立ち

ません。物流業者の負担軽

減のためにできることを、

社会全体で考えたいです

ね。 

 

４月より労災保険率の改

定が予定されています！ 
 

 厚生労働大臣は昨年 12 月

22日に、労働政策審議会に対

して「労働保険の保険料の徴

収等に関する法律施行規則

の一部を改正する省令案要

綱」について諮問を行いまし

た。事業主が支払う労災保険

料算出に用いる労災保険率

の改定などを主な内容とす

るものです。12 月 26 日、同

審議会からいずれも妥当で

あるとの答申があったこと

から、同省は令和６年４月１

日の施行に向け、速やかに省

令の改正作業を進めるとし

ています。 

 

◆労災保険率とは？ 

労災保険率とは、労災保険

料の計算に用いられる料率

のことです。労災保険率は業

種によって異なり（全部で 54

の事業）、それぞれの業種の

過去３年間の災害発生状況

などを考慮し、原則３年ごと

に改定されています。建設事

業などの危険な業種ほど高

く、労災事故が起こりにくい

業種ほど低く設定されてい

ます。 

 

◆労災保険率を業種平均で

0.1/1000引下げへ 

労災保険率の業種平均は

現在 4.5/1000 ですが、業種

平均で 0.1/1000 引き下げら

れる予定です（4.4/1000へ）。 

・引下げ→「林業、定置網漁

業又は海面魚類養殖業」

「採石業」「めつき業」「金

属材料品製造業」などの 17

業種 

・引上げ→「パルプ又は紙製

造業」「電気機械器具製造

業」「ビルメンテナンス業」

の３業種 

・変化なし→34業種 

 

◆一人親方などの特別加入に

係る第２種特別加入保険料率

を改定へ 

全 25区分中、５区分で引下

げとなる予定です。 

・引下げ→「個人タクシー、

個人貨物運送業者、原動機

付自転車又は自転車を使用

して行う貨物の運送の事

業」「建設業の一人親方」

「医薬品の配置販売業者」

「金属等の加工、洋食器加

工作業」「履物等の加工の

作業」の５区分 

・引上げ→なし 

 

◆請負による建設の事業に係

る労務費率（請負金額に対

する賃金総額の割合）を改

定へ 

「鉄道又は軌道新設事

業」「その他の建設事業」

の労務費率を引き下げる予

定です。 

 

 

 

 

 

 

 

働契約を更新する場合の基

準に関する事項」（通算契約

期間または更新回数の上限

を含む）も明示しなければ

なりません。 

 

◆「変更の範囲」はどこま

で想定して書けばよい？ 

 特に正社員の場合、契約

期間が長くなるため、営業

所や部署が新設される可能

性などを考慮するときりが

ありませんが、厚生労働省

のＱ＆Ａでは「募集等の時

点で具体的に想定されてい

ないものを含める必要はあ

りません」とされていま

す。 

 

◆スペースに書ききれない

場合はどうする？ 

 求人広告などの限られた

スペース内に書き入れない

場合は、「詳細は面談時にお

伝えします」などとしてお

き、一部を別途のタイミン

グで明示することも可能で

す。この場合、原則、面接

などで求職者と最初に接触

する時点までに、すべての

労働条件を明示する必要が

あります。 

 

消費者庁が「送料無料」表

示見直しを呼びかけ 
 

◆物流の 2024年問題 

 消費者庁が通販事業者に

「送料無料」表示の見直し

を呼びかけています。背景

には、「物流の 2024年問

題」があります。トラック

ドライバーの働き方改革を

進める中で、2024年４月か

ら自動車運転業務の時間外

労働の上限規制が適用され

ること等により、輸送力が

不足し、物流が停滞しかね

なくなるという問題です。 

 

◆消費者庁の呼びかけ 

トラック事業者を中心に

各業界で対策がなされる中

で、消費者庁は、消費者に

も意識や行動を変えてもら

うことが必要だとしていま

す。そのための取組みの一

つが、「送料無料」表示の

見直しです。というのも、

「送料無料」表示は、消費

者の「再配達をしてもらっ

ても、『送料無料』だから

そこまで気にしない」、

「安価な商品であってもま

とめ買いすることなく単品

で購入し、何回配達しても

らっても気にならない」と

改正施行目前！  ４月以

降の労働者募集に関する

注意点 

 

◆募集時等に明示すべき労

働条件が追加されます 

 令和６年４月より、労働

契約の締結時や有期労働契

約の更新時に明示すべき労

働条件として、「就業場所」

「業務の変更の範囲」が追

加される等の改正が施行さ

れます。既に、この改正に

対応した労働条件通知書等

のフォーマットが厚生労働

省ホームページで示されて

います。 

 この明示すべき労働条件

の追加は、求人の申込みの

際に明示しなければならな

い労働条件としても追加さ

れますので、注意が必要で

す。 

 

◆追加される明示事項は？ 

 具体的には「就業場所」

として、「雇入れ直後」のも

のと「変更の範囲」を求人

広告等に記載することとな

ります。「業務の変更の範

囲」についても同様です。 

 さらに、有期労働契約を

締結する場合には「有期労
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